
令和 6年 6月 

緩和ケアクリニック・恵庭 訪問リハビリテーション 

  
～ 訪問リハビリテーション 利用料金表 ～ 

 
 

 
①訪問リハビリテーション(要介護１～５の方) 

 
 

●訪問リハビリテーション 基本料金（自己負担１割の場合利用料金） 
 

項 目 利用料 摘 要 

訪問リハビリテーション費 ３０８円/回 

 
２０分間リハビリテーションを行った場合 

(３０８円) 
４０分間リハビリテーションを行った場合 

(６１６円) 
６０分間リハビリテーションを行った場合 

(９２４円) 
 

基本、１週に６回を限度。退院、退所後直後につ
いては退院・退所の日から起算して３ヵ月以内の

場合は、１２回まで利用可能。 
 

※「介護保険負担割合証」での負担割合が２割の方は、表示金額の２倍となります。 

 
 

●訪問リハビリテーション加算料金（自己負担１割の場合利用料金） 

 

項 目 利用料 摘 要 

リハビリマネジメント加算イ ４５０円/月 
関係者で定期的にリハビリテーション会議を開催
し、作成したリハビリテーション計画について医
師が説明し実施した場合 

短期集中 
リハビリテーション実施加算 ２００円(１日) 

 
退院・退所後、又は認定日から起算して３か月以内
の期間に週２日以上、１日当たり２０分以上実施す
る場合に心身機能を回復するための集中的なリハ
ビリテーションを実施した場合。 

 

退院時共同指導加算 ６００円/回 
退院するにあたり、退院前カンファレンスに参加し
退院時共同指導を行った際に場合に算定 

※「介護保険負担割合証」での負担割合が「２割」「３割」の方は、表示金額の２倍、３倍となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 6年 6月 

緩和ケアクリニック・恵庭 訪問リハビリテーション 

②介護予防訪問リハビリテーション(要支援１・２の方) 

 

 
●介護予防訪問リハビリテーション 基本料金（自己負担１割の場合利用料金） 

 
項 目 利用料 摘 要 

訪問リハビリテーション費 ２９８円/回 

 
２０分間リハビリテーションを行った場合 

(２９８円) 
４０分間リハビリテーションを行った場合 

(５９６円) 
６０分間リハビリテーションを行った場合 

(８９４円) 
 

基本、１週に６回を限度。退院、退所後直後につ
いては退院・退所の日から起算して３ヵ月以内の

場合は、１２回まで利用可能。 
 

 

●介護訪問リハビリテーション加算料金（自己負担１割の場合利用料金） 
 

項 目 利用料 摘 要 

短期集中 
リハビリテーション実施加算 ２００円(１日) 

 
退院・退所後、又は認定日から起算して３か月以
内の期間に週２日以上、１日当たり２０分以上実
施する場合に心身機能を回復するための集中的な

リハビリテーションを実施した場合。 

 

退院時共同指導加算 ６００円/回 
退院するにあたり、退院前カンファレンスに参加し
退院時共同指導を行った際に場合に算定 

予防訪問リハ 12月越減算 -30円/回 
利用開始日の属する付きから 12 月を超えて介護予
防訪問リハビリテーションを行う場合に減算 

 
※「介護保険負担割合証」での負担割合が「２割」「３割」の方は、表示金額の２倍、３倍となります。 

※ 要支援の方は、リハビリマネジメント加算はございません。 

 

 

□ 利用料金については、サービスの開始に際し他の重要事項と一緒に事業者から説明を受けています。サイ

ンは省略します。 

□ この度の利用料金の変更に伴う説明を事業者から受け、同意します。 

 

 
    令和   年   月   日         利用者 
 
 
 事業者                           氏名                     
  恵庭市白樺町３丁目２２番１号、２３番１号 

                       家族等  
  医療法人社団緩和ケアクリニック・恵庭 
    理 事 長  柴  田  岳  三           氏名                     

 


